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※ この情報を，掲示・回覧・チラシ配布・朝礼・口コミ等で広報していただきますようお願いいたします。 

 女性宅にハガキが届き，記載の連絡先に電話  

をかけると，法務省の職員や弁護士を名乗る者  

などから 

  「訴訟を起こされている」 

 「今なら訴訟を取り下げることができる」 

 「あとから返金するので供託金を支払って」 

などと言われ，現金を宅配便で送るなどして  

総額1 , 9 20万円をだまし取られたものです。  

被害にあわないために  

 

・ 「現金を宅配便で送れ」は詐欺です。  

・ 詐欺ハガキが届いたら，絶対に連絡せず，家族や警察に  

相談しましょう。   ☎警察安全相談電話「＃９１１０」 

    

実際に届いた詐欺ハガキの一例 


